
第３章 関係法令の概要 
二〔自然保護・環境関係〕 

１ ０  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  
                                   〔 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 許 可 〕 （ 第 15 条 ）  

 
法 の 趣 旨         
 
 

 廃 棄 物 の 排 出 を 抑 制 し 、廃 棄 物 の 適 正 な 分 別 、保 管 、 収 集 、 運 搬 、再
生 、処 分 等 の 処 理 を し 、並 び に 生 活 環 境 を 清 潔 に す る こ と に よ り 、生 活
環 境 の 保 全 及 び 公 衆 衛 生 の 向 上 を 図 る 。  

 
許 可 の 必 要 な 行 為  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設（ 法 施 行 令 第 ７ 条 に 規 定 す る 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設
） を 設 置 し よ う と す る 場 合  
 

 
※  「 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 」 と は ？  
 

処  理  施  設  の  種  類  処  理  能  力  

１  中 間 処 理 施 設 （ 法 施 行 令 第 ７ 条 第 １ 号 ～ 第 13号 の 2）  

 

①  汚 泥 の 脱 水 施 設  10 ／ 日 を 超 え る も の  

②  汚 泥 の 乾 燥 施 設  10 ／ 日 を 超 え る も の  

③  汚 泥 の 天 日 乾 燥 施 設  100 ／ 日 を 超 え る も の  

④  汚 泥 の 焼 却 施 設  

5 ／ 日 を 超 え る も の 、 
200㎏ ／ 時 以 上 の も の 、  
又 は 火 格 子 面 積 2㎡ 以 上
の も の  

⑤  廃 油 の 油 水 分 離 施 設  10 ／ 日 を 超 え る も の  

⑥  廃 油 の 焼 却 施 設  

1 ／ 日 を 超 え る も の 、  
200㎏ ／ 時 以 上 の も の 、  
又 は 火 格 子 面 積 2㎡ 以 上
の も の  

⑦  廃 酸 ・ 廃 ア ル カ リ の 中 和 施 設  50 ／ 日 を 超 え る も の  

⑧  廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 破 砕 施 設  5ｔ ／ 日 を 超 え る も の  

⑨  廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 焼 却 施 設  
100kg／ 日 を 超 え る も の 、
又 は 火 格 子 面 積 2㎡ 以 上
の も の  

⑩   木 く ず ・ が れ き 類 の 破 砕 施 設  5ｔ ／ 日 を 超 え る も の  

⑪  汚 泥 コ ン ク リ ー ト 固 型 化 施 設  す べ て の 施 設  

⑫  水 銀 を 含 む 汚 泥 の 焙 焼 施 設  す べ て の 施 設  

⑬  廃 水 銀 等 の 硫 化 施 設  す べ て の 施 設  

⑭  シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設  す べ て の 施 設  

⑮  廃 石 綿 ・ 石 綿 含 有 産 業 廃 棄 物
の 溶 融 施 設  

す べ て の 施 設  

⑯  P C Bの 焼 却 施 設  す べ て の 施 設  

⑰  P C Bの 分 解 施 設  す べ て の 施 設  

⑱  P C Bの 洗 浄 ・ 分 離 施 設  す べ て の 施 設  

⑲  産 業 廃 棄 物 焼 却 施 設  
200㎏ ／ 時 以 上 の も の 、  
又 は 火 格 子 面 積 2㎡ 以 上
の も の  

2 産 業 廃 棄 物 最 終 処 分 場 （ 法 施 行 令 第 7条 第 14号 ）  

 

 ①  遮 断 型 最 終 処 分 場   す べ て の 施 設  

 ②  安 定 型 最 終 処 分 場   す べ て の 施 設  

 ③  管 理 型 最 終 処 分 場   す べ て の 施 設  
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許  可  権  者  
地 方 振 興 局 長（ 県 北 、 県 中 、県 南 、会 津 、南 会 津 、相 双 、い わ き ） 又 は 中
核 市 の 長  

 
許 可  
基 準  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
中   間  
処 理 施 設  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ 共 通 基 準 ）  
１  荷 重 、 地 震 力 、 温 度 応 力 に 対 し て 構 造 耐 力 上 安 全 な こ と 。  
２  排 ガ ス 、 排 水 、 薬 剤 等 に よ る 腐 食 防 止 が 図 ら れ て い る こ と 。  
３  飛 散 、流 出 、悪 臭 の 発 散 を 防 止 す る た め の 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て  

い る こ と 。  
４  騒 音 、 振 動 に よ り 生 活 環 境 を 損 な わ な い も の で あ る こ と 。  
５  必 要 な 排 水 処 理 設 備 が 設 け ら れ て い る こ と 。  
６  受 入 設 備 及 び 貯 留 設 備 は 十 分 な 容 量 を 有 す る こ と 。  

（ 個 別 基 準 ） （ 省 略 ）  

 

最終処分場     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ 共 通 基 準 ）  
１  埋 立 地 の 周 囲 に は 囲 い が 設 け ら れ て い る こ と 。  
２  地 滑 り 防 止 工 又 は 沈 下 防 止 工 が 設 け ら れ て い る こ と 。  
３  産 業 廃 棄 物 の 最 終 処 分 場 で あ る こ と を 表 示 す る こ と 。  
 
 
（ 個 別 基 準 ）  
１  遮 断 型 最 終 処 分 場 の 場 合 （ 省 略 ）  
２  安 定 型 最 終 処 分 場 の 場 合  
  擁 壁 、 え ん 堤 、 そ の 他 の 設 備 が 設 け ら れ て い る こ と 。  
３  管 理 型 最 終 処 分 場 の 場 合  
 (1) 擁 壁 、 え ん 堤 、 そ の 他 の 設 備 が 設 け ら れ て い る こ と 。  
  (2)   遮 水 層 、 集 水 設 備 、 浸 出 液 処 理 設 備 が 設 け ら れ て い る こ と 。  
  (3)   埋 立 地 の 周 囲 に は 、 地 表 水 が 流 入 す る の を 防 止 す る こ と が で き る

開 渠 そ の 他 の 設 備 が 設 け ら れ て い る こ と 。  

担  当  機  関  

県（出先）     ： 地 方 振 興 局  県 民 環 境 部 （ 県 民 ） 環 境 課  
中 核 市     ： 福 島 市  環 境 部  廃 棄 物 対 策 課  

郡 山 市  生 活 環 境 部  ３ R推 進 課  
       い わ き 市  生 活 環 境 部  廃 棄 物 対 策 課  

手 続 フ ロ ー チ ャ ー ト  （ 福 島 県 産 業 廃 棄 物 処 理 指 導 要 綱 に 基 づ く 事 前 協 議 終 了 後 ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    通  知  
 

  備  考  
  中 核 市（ 福 島 市 、郡 山 市 、い わ き 市 ）に つ い て は 、各 市 長 が 許 可 権 者 と
な り ま す 。 ま た 、 中 核 市 で は 、 各 中 核 市 の 指 導 要 綱 が 適 用 に な り ま す 。  
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第 三 者 機 関  

意 見 書 
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（ 縦 覧 期 間 後 ２ 週 間 以 内 ）  

・ 生 活 環 境 の 保 全 上 の 見 地 か

ら の 意 見  

周  知  

（ 縦 覧 期 間 １ 月 間 ）  

・生 活 環 境 の 保 全 上 の

見 地 か ら の 意 見  
意  見  
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